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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「国内侵入のおそれがある生物学的ハザードのリスクに関する研究」 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

微生物・ウイルス関連の食品安全情報の収集解析 

 

研究分担者  豊福 肇  山口大学共同獣医学部 

研究要旨 

食品の国際貿易の拡大に伴い、微生物に汚染された食品は国境を越えて移動し、それ

に伴い、アウトブレイクも世界各国に瞬く間に拡散し、世界中で健康被害が生じる。本

研究では、WHO の INFOSAN Emergency を通じ、国際的に警報が発生られた事例、

欧州の RASFF による警告が発生られている事例等を解析し、我が国の国内侵入のおそ

れがある生物学的ハザードによるリスクを如何にして早く発見し、リスクを低減させる

かについて検討した。 

 

A. 研究目的 

これまでに発生した多国間集団事例や我

が国と関係の深い INFOSAN、欧州などの

主だった集団事例を中心に情報収集を行っ

た。 

情報収集を通じて海外における流行菌型

の調査を行い、これを国内の状況と照らし

合わせて、新たな検査体制、サーベイラン

ス体制の検討に用いることで、突発的な中

毒事例に対応可能できるか、検討し、若干

の知見が得られたので報告する。 

 

B. 研究方法 

１．INFOSAN emergency の事前緊急情報

収集・解析した。 

２．海外の規制・リスク評価機関等より情

報収集・解析アラート情報に注目

（RASFF, EFSA, FDA, FSANZ など）

し、我が国への侵入のおそれのある事例

を調査した。 

 

C. 研究結果 

１．INFOSAN Emergency によるアラート

情報 

INFOSAN は食品安全担当機関の国際的

なネットワークであり、 

• 世界規模で重要な食品安全情報を広める 

• 汚染食品の国際的な拡散を防ぐことをゴ

ールとした協力の改善 

を目的としている。 

毎月、INFOSAN のグローバル サーベ

イランスには、平均 157 件の国際的に重要

と考えられる食品安全上の懸念疑い事例の

通報がある。そのうち、平均 10.5 事例は

INFOSAN によるフォローアップ活動が必

要となる。 INFOSAN Emergency ネット

ワークは重篤で、かつ国際貿易が関与する

食品汚染イベントにおいてのみ活性化され

るので、月平均 1.25 件の INFOSAN 

Emergency アラートが発せられる。 
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事例１ 

カナダ産の有機発芽

粉末を含む種々の製品により、アメリカ及

びカナダにおけるサルモネラ症アウトブレ

 

日時：6 月 6
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事例２ 

Listeria monocytogenes
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を使用して市販用に製造・包装

ラメルリンゴ（

によるアウトブレイク

 米国の 12
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 汚染食品：
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また、INFOSAN Emergency
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Chavignol" が我が国に流通しているとの

情報提供があった。
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シガトキシンをコードしている stx 遺伝

子はこれらの分離株から特定されていない

が、大腸菌は stx 遺伝子を容易に得たり、

失ったりすることが示されており、eae 陽

性のE. coliの分離株は容易に stx 遺伝子を

得て病原性になり得ることと考えられてい

る。 

  

INFOSAN 活動報告書のレビュー 

2011、12 及び 13 年の INFOSAN 活動報

告書をレビューした。 

 

表 1 地域別イベント数 

 INFOSAN Emergency

イベント 

地域別 2011

年の

数：46 

2012

年の

数： 

42 

2013

年の

数：44 

Africa (AFRO) 2 2 0 

Americas 

(AMRO)  
22 19 17 

Eastern 

Mediterranean 

(EMRO)  

6 3 6 

Europe 

(EURO) 
21 27 30 

South-East 

Asia (SEARO)  
3 6 5 

Western 

Pacific (WPRO) 
17 19 16 

 

アフリカ、ヨーロッパ及び西太平洋地域

事務所でのアラート発生が多かった。（表 1） 

 

表 2 食品カテゴリー別イベント数 

食品 

カテゴリー 

2011 年

46 件 

2012 年

42 件 

2013 年 

44 件 

アルコール飲

料 
2 1 1 

動物用飼料 1 1 0 

シリアル及び

シリアルベー

スの食品 

0 2 2 

複合食品  4 0 0 

動物由来の脂

肪及びオイル  
1 0 0 

魚及びその他

の海産食品  
3 4 5 

乳児用及び小

児用食品 
1 2 0 

果実及びその

製品 
7 5 3 

ハーブ、スパ

イス 及び 香

辛料  

3 3 2 

豆類  1 0 0 

食肉及びその

製品  
5 5 5 

乳及び乳製品  3 6 7 

ナッツ及びオ

イルシード  
5 2 2 

特殊栄養用途

食品 
3 3 3 

スナック、デ

ザート及びそ

の他の食品  

0 1 1 

砂糖及び菓子 1 2 1 
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不明 2 2 3 

野菜およびそ

の製品 
4 3 6 

 

Emergency アラートが多い食品は 2013

年も、過去 2 年と同様、魚及びその他の海

産食品、野菜果実及びその製品、食肉及び

その製品、乳及び乳製品などであった。（表

2） 

 

表 3 食品ハザード別イベント数 

ハザード 

2011

年 

46 件 

2012

年 

42 件 

2013

年 

44 件 

African Swine 

Fever Virus 
1 0 0 

Influenza A virus 

(H7N9) 
0 0 1 

Bacillus cereus  0 1 0 

Brucella spp.  2 1 0 

Clostridium 

botulinum  
7 4 3 

Clostridium 

sporoneges 
0 0 1 

Cronobacter 

sakazakii  
1 1 0 

Cryptosporidium 

spp.  
0 1 0 

Datura 

stramonium  
0 0 1 

Escherichia coli  6 4 3 

Hepatitis A Virus  1 0 4 

Listeria 

monocytogenes  
2 2 5 

Norovirus  0 1 1 

Salmonella spp.  10 13 7 

Staphylococcus 

spp.  
0 1 1 

Schmallenberg 

virus 
1 0 0 

Vibrio 

parahaemolyticus  
1 0 0 

複数の Hazards 0 1 0 

 

通報原因となったハザードとしては例年

通り Salmonella spp. が最も多く、次いで

Listeria monocitogenes、A 型肝炎ウイルス

であり、過去 2 年間多かった、Clostridium 

botulinum 及び Escherichia coli は 3 件で

あった。 

 

２．欧州の RASFF の解析 

2013 年の食中毒関連の通報としては

2012 年より増え 53 事例であった。 

 

表4 RASFFで微生物による食中毒でアラ

ートが発せされた事例（2013 年） 

ハザード 食品 患者 原産国 

Norovirus 
活はま 
ぐり 

5 ポルトガル 

Norovirus カキ 8 スペイン 

Salmonella 
Rissen 

乾燥有機
クロレラ 

1 
中国(英国
経由) 

ヒスタミン 
マグロ 
ロイン 

3 スペイン 

ヒスタミン 
マグロ 
ロイン 

4 スペイン 

Norovirus 
チルド 
活カキ 

9 フランス 
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Norovirus 
(group I&II) 

チルド 
活カキ 

3 フランス 

ヒスタミン 
冷凍 
マグロ 

4 ベトナム 

ヒスタミン 
チルド 
マグロ 
ロイン 

11 スペイン 

ヒスタミン 
生鮮 
マグロ 

4 スペイン 

ヒスタミン 
チルド 
マグロ 
ステーキ 

2 スペイン 

VTEC O157:H7 
冷凍ハン
バーガー 

2 
蘭、ポーラ

ンド 

Norovirus 
チルド 
カキ 

9 仏 

Norovirus カキ 1 仏 

Norovirus 
(G I&G II) 

チルド 
カキ 

5 仏 

Norovirus 
(G I&G II) 

チルド 
カキ 

10 蘭 

Norovirus 
(G I&G II) 

カキ 37 
スペイン
(蘭経由) 

ヒスタミン 
ツナ缶(オ
リーブ油
入り) 

1 
原材料コー
トジボアー
ル、仏製 

Norovirus はまぐり 12 ポリトガル 

HAV イガイ ？ スロベニア 

HAV 
チルド 
カキ 

1 仏及び蘭 

HAV 
冷凍 
ベリー 

4 

伊 
(原材料は
ブルガリ
ア、カナダ、
ポーラン
ド、セルビ
ア) 

ヒスタミン 
オリーブ
油アン 
チョビ 

5 スペイン 

ヒスタミン 
チルド 
イワシ 

2 伊 

HAV 
冷凍 
いちご 

90 

モロッコ、
エジプト
(ベルギー
で包装) 

Clostridium 
perfringens 

豚骨付き
肉 

2 伊 

Salmonella 
Enteritidis 

卵 49 スペイン 

Norovirus 
(G II) 

カキ 9 仏 

HAV ？ 16 
アイルラン

ド 

？ 卵 13 スペイン 

HAV 
冷凍ベリ
ーミック

ス 
2 

イタリア 
(原材料は
チリ、ポー
ランド、セ
ルビア、ス
ウェーデ
ン) 

Clostridium 
botulinum 

アーモン
ドピュレ 

1 仏 

Listeria 
monocytogenes 

未殺菌 
羊乳 
チーズ 

3 仏 

Salmonella 
typhimurium 

加熱ハム 49 
英国(原材
料は DK) 

Salmonella spp. 
冷凍 
塩漬 
鶏肉 

1 
タイ(蘭経

由) 

HAV 
冷凍 

ミックス
ベリー 

1 
ブルガリ
ア、ポーラ

ンド 

Norovirus 
冷凍ラズ
ベリー 

29 ポーランド 

ヒスタミン 
アン 
チョビ 
フィレ 

2 モロッコ 

Norovirus 
(GI) 

冷凍ラズ
ベリー 

13 
ポーランド
(原材料は
セルビア) 
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その中でも特筆すべき事例は、スウェー

デンで 2 名が、EHEC 特有の症状を呈し、

調査の結果、スウェーデンの施設で製造さ

れたハンバーガーの喫食が原因。当該ハン

バーガーはオランダのカット工場でカット

された原材料を使用、牛肉はハンガリー、

ラトビア、ポーランド、英国等の牛肉を用

いてカットしていた。オランダは当該カッ

ト工場から牛肉が出荷されたフランス、英

国、フィンランド、ドイツ等にも警告。こ

のアウトブレイクの前にデンマークで同じ

血清型の VTEC による患者 13 名、うち 8

名が HUS を呈する食中毒が報告されてい

たが、このスウェーデンの事例との関連性

は明らかにできなかった。 

もう 1 つはイタリア産の冷凍ベリーによ

る A 型肝炎ウイルスのアウトブレイクであ

る。A 型肝炎ウイルスの潜伏期間の長さと

ベリーはあらゆるケーキやお菓子に用いら

れたことで、国をまたいだ追跡調査は非常

に困難で、EFSA、ECDC が作業部会を立

ち上げ追跡調査を調整した。患者はイタリ

ア、アイルランド、フランス、英国、ドイ

ツ、オランダ、スウェーデン等に及ぶが、

実際の汚染源の究明には至っていない。ま

た、2013 年 3 から 5 月に、北欧 4 か国にお

いて、モナコ及びエジプト産で、ベルギー

で包装されたいちごによる A 型肝炎ウイル

スのアウトブレイクも報告されていた。 

病原微生物による通報は 642 例と 2012

年より増加していた。これは食肉と二枚貝

からの検出事例が増えたことによる。 

二枚貝ではノロウイルスが 7 件から 27

件に増加したが、これはイタリアとデンマ

ークから通報されるフランス産カキと、輸

入時の検査で発見されたトルコ及びチェニ

ジア産活はまぐりによる。二枚貝のサルモ

ネラは 2012 年の 4 件から 2013 年には 17

件と増加していたがこれは、ベトナム産ボ

イル済二枚貝が RTE 食品なのに、サルモネ

ラが 25ｇ中から不検出という food safety 

criteria を遵守しなかったことによる。 

鶏肉以外の食肉では腸管出血性大腸菌

（STEC）の通報が 2012 年の 18 件から

2013 年には 70 件に増加した。これは主に

アルゼンチン及びブラジル産のチルドビー

フによる。そのほか、イタリアがオースト

リア産の鹿肉から STEC の報告をしている。

鶏肉のサルモネラ属は 2012 年の 54 件から

3 倍に増加したが、半数はブラジル産（60

件）、次いでポーランド産の家禽肉（29 件）

であった（欧州では鶏肉からサルモネラは

検出されてはならない規則である）。 

動物性食品以外では野菜果実の通報が多

く、そのほとんどはサルモネラ属菌による

ものであった。継続的に英国からバングラ

デシュ、インド及びタイ産の paan leaves

（パーン）中のサルモネラの通報が多かっ

た。ノロウイルスはポーランド産のラズベ

リー及び中国産のストロベリーの通報が多

く、後者は 2012 年にドイツで発生した中国

産ストロベリーによる大規模食中毒以降、

輸入時の検査を強化し、発見されたもので

ある。その他のウイルスとして 2013 年に特

筆すべきは A 型肝炎ウイルスであり、種々

の食品素材から同ウイルスを分離する技術

を有するイタリアから 11 件の通報があっ

た。 

国別ではオランダから家禽肉以外の食肉

から STEC の通報が 40 件、英国から野菜

果実からサルモネラ属菌の検出が 34 件が

国別届出件数トップ 10 に入っていた。 
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RASFF から日本政府に対し、汚染食品が

流通していると通報があった事例は 4 件、

日本産の食品が通報対象になったのは 10

件であった。 

 

引用文献：The Rapid Alert System for 

Food and Feed(RASFF), 2013. Annual 

Report 

 

D. 考察 

食品の国際貿易の拡大により、微生物ハ

ザードも国境を越え、世界中に移動する。

それに伴い、患者発生も世界中に拡散しう

る。 

本年度は INFOSAN Emergency ではト

ルコからカナダ産の有機発芽チア（chia）

の種子の粉末を含む種々の製品により、ア

メリカ及びカナダにおけるサルモネラ症ア

ウトブレイクとListeria monocytogenesに

汚染されたシナモンアップルが通報された

が、これらの事例を輸入時の検査だけで、

水際で食い止めることは現実には不可能で

あると考えられた。 

今回調査した 2 つの緊急通報で、頻繁に

通報される病原体はサルモネラ属菌、

STEC、norovirus などが多かったが、

RASFF では HAV に汚染された野菜果実の

通報が増えており、HAV は潜伏期間が長く

原因食品を追及するのが難しいことに加え、

輸入ベリー類はケーキ等の原材料として幅

広い食品に使用されることも多く、追跡調

査を行うことは難しい。 

果実等のノロウイルスに対策については、

ベリー類のノロウイルス汚染を対象に微生

物学的基準を設定することは、HACCP ベ

ースの食品安全管理システムの妥当性確認

および検証に役立ち、食品事業者やその他

の関係者に対し、何が許容可能または不可

能かを伝えることに利用できるが、現時点

では、ベリー類のノロウイルス汚染につい

て工程衛生基準（Process Hygiene Criteria）

や食品安全基準（Food Safety Criteria）を

設定することは、必要なリスクベースのデ

ータの蓄積が不十分なため、難しい。冷凍

ラズベリーやイチゴのノロウイルス汚染に

対する管理対策の改善を支援するため、適

切なデータの収集とそれに続くリスクベー

スでの微生物学的基準の作成が優先事項と

して検討されるべきである。 

微生物による食品由来健康被害を防ぎ、

または侵入後に速やかに汚染食品を排除す

るためには、患者や原因食品からの病原体

の検出だけではなく、PFGE 等の病原体の

遺伝子学的な検索とそのデータベース化、

さらにそれらの情報の迅速な共有、及びそ

れらの情報を検査担当機関がいつでも見え

るようになっていることが重要である。 

また、デンマーク技術大学や UCLA 等が

中心に活動が盛んになっている次世代シー

クエンスプロジェクト（ゲノムそのものを

読んでタイピングを行う手法）もホールゲ

ノムを読む価格が低下してきたことにより

拡大しつつあるので、そういったネットワ

ークとの連携も重要であると考えられる。

昨年度本研究報告で報告したインド産の魚

介類によるアメリカ等で発生したサルモネ

ラ属菌によるアウトブレイクにおいては

PFGE では区別できなかったが、ホールゲ

ノムのシークエンスにより、原因株とイン

ド由来のサルモネラの間に関連性が認めら

れ、PFGE での分類の限界をホールゲノム

シークエンスは補える可能性が示唆された。 



40 
 

E. 結論 

輸入時の検査だけで侵入を食い止めるの

は難しく、患者発生を未然に防ぐまたは患

者の発生を最小限に抑えるためには、

INFOSAN や IHR からの早期情報の入手、

必要な組織への入手した情報の迅速な伝達、

サルモネラや HAV ウイルス、さらには C. 

botulinum の遺伝子レベルでの解析能力の

向上、汚染食品を特定し、速やかに回収す

る能力を平常時から維持管理することが重

要であると考えられた。 

輸入時、微生物モニタリングを行う場合

には、喫食前に微生物を死滅させる工程が

ない食品をターゲットにし、サルモネラ、

STEC、Norovirus、Listeria 

monocytogenes などの病原微生物を対象に、

また諸外国の汚染率等から少なくとも 1 検

体からは病原菌が検出できる検体数のモニ

タリング検査を実施することが望ましい。

また、欧州の RASFF 等との情報交換を緊

密にすることで、汚染食品の傾向を事前に

予測することが可能になると考えられた。 
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